
離党者がいるのに離党者分も含めた政党交付金を受け取り続けている

民主党に、離党者分の政党交付金を国へ返還することを求める決議 

 

離党者が発生した民主党が、離党者分の政党交付金を受け取り続けている。年内

に衆議院選がなければその額は10億円を超えるとの報道もある。 

実際に人がいないのに、その人がいることが前提となった政党交付金の交付は、

国民の理解は到底得られない。人数が減った分の交付額は速やかに国に返還するの

が筋である。 

よって、本市議会は、民主党に対し、既に受け取った離党者分の政党交付金を国

に返還し、あわせて今後離党者分の政党交付金を受け取らないことを求める。 

 

上記、決議する。 

 

平成24年９月28日 

 

三 鷹 市 議 会 

 


